
厚生労働省厚生労働省医政局地域医療計画課

医師確保等地域医療対策室

令和８年度予算案及び令和７年度補正予算に関する情報提供
（へき地医療関係）

第15回 全国へき地医療支援機構等連絡会議（2026.1.13）



(1) へき地医療支援機構の運営 （1/2補助） ２５９百万円

都道府県単位の広域的な支援体制を図るため、各都道府県に「へき地医療支援機構」を

設置し、支援事業の企画、調整及び医師派遣の実施等を補助する。

(2) へき地医療拠点病院等の運営 ２，１３４百万円

へき地における医療の提供など支援事業を実施する医療機関等の運営に必要な経費を

補助する。

ア へき地医療拠点病院運営費 （1/2補助）

イ へき地保健指導所運営費 （1/2補助）

ウ へき地診療所運営費 （沖縄県以外：2/3補助、沖縄県：3/4補助）

エ へき地診療所医師派遣強化事業 （1/2補助）

オ オンライン診療を活用したへき地医療支援実施医療機関運営支援事業 （1/2補助）

(3) へき地巡回診療の実施 １４７百万円

無医地区等の医療の確保を図るため、医師等の人件費及び巡回診療車等の運行に必要

な経費を補助する。

ア へき地巡回診療車（船）（医科・歯科） （1/2補助）

イ へき地巡回診療航空機（医科） （1/2補助）

ウ 離島歯科診療班 （1/2補助）

(4) 産科医療機関の運営 （1/2補助） ２８１百万円

分娩可能な産科医療機関を確保するため産科医療機関の運営に必要な経費を補助する。

(5) へき地患者輸送車（艇・航空機）運行支援事業 １２６百万円

無医地区等の医療の確保を図るため、無医地区等から近隣医療機関等の輸送に必要な

経費を補助する。

ア へき地患者輸送車（艇） （1/2補助）

イ メディカルジェット（へき地患者輸送航空機） （1/2補助） など

２ 内 容

補助対象事業《メニュー区分》（事業実施主体）

へき地医療拠点病院（公立・公的・民間・独法）（1/2補助）

へき地診療所（公立・公的・民間・独法）（沖縄県以外：1/2補助、沖縄県：2/3補助）

へき地患者輸送車（艇）（公立・公的・民間・独法）（1/2補助）

へき地巡回診療車（船）（公立・公的・民間・独法）（1/2補助）

へき地・離島診療支援システム（公立・公的・民間・独法）（1/2補助） など

３ 補助対象

２ 要 旨

補助対象事業《メニュー区分》 （事業実施主体）

へき地医療拠点病院（公立・公的・民間・独法）（1/2補助）

へき地診療所（公立・公的・民間・独法）（1/2補助） など

へき地保健医療対策予算の概要 医療施設等 設備 整備費補助金の概要

１ 予算額

へき地・離島などの過疎地の住民に対する医療の確保及び臨床研修医の研修環境
の充実等を図るため、医療施設や臨床研修病院等の設備整備を支援するもの。

医療施設等 施設 整備費補助金の概要

１ 予算額

【令和７年度予算額】 【令和８年度当初予算案】

２２．８億円 → ２３．８億円

１ 予算額
【令和７年度予算額】 【令和８年度当初予算案】

２５．７億円 → ２９．５億円

２ 要 旨

【令和７年度予算額】 【令和８年度当初予算案】

１９．５億円 → ２４．１億円

へき地・離島などの過疎地の住民に対する医療の確保及び臨床研修医の研修環境
の充実等を図るため、医療施設や臨床研修病院等の施設整備を支援するもの。

３ 補助対象

へき地保健医療対策関係予算について



２ 事業内容

⑤へき地診療所診療支援システム
を活用した連携（助言、指導等）

無医地区数

全国557地区（R４.10.31現在）

⑥無医地区等での巡回診療

（R５’実績 43施設）

へき地医療拠点病院
全国358施設（R６.４.１現在）

最寄り医療機関

（へき地診療所から通常の
交通機関を利用して30分
以上要する場所にある）

最寄り医療機関

（無医地区から通常の交
通機関を利用して１時間
以上要する場所にある）

④訪問看護

（R５’実績 93施設）

＜事業内容＞
①外来診療
②入院診療
③往診、訪問診療
④訪問看護
⑤へき地診療所診療支援システム

 を活用した連携（助言、指導等）
⑥無医地区等での巡回診療
⑦医学研究・学会出席

②入院診療①外来診療

⑦医学研究・学会出席

無医地区要件
半径：概ね４km
人口：50人以上

③往診、訪問診療
（R５’実績 521施設）

へき地診療所数（国保直診を除く）

※括弧書きはR４’の補助件数

R6.4.1現在 無床 有床 合計

公立 375(189) 31(3) 406(192)

公的 3(3) 0(0) 3(3)

独法・民間 75(29) 3(1) 78(30)

沖縄県 33(13) 0(0) 33(13)

合計 486(234) 34(4) 520(238)

へき地診療所設置要件
半径：概ね４km
人口：1,000人以上

へき地診療所運営事業

令和８年度当初予算案 16億円（13億円）※（）内は前年度当初予算額

ア へき地診療所を設置しようとする場所を中心としておおむ
ね半径４㎞の区域内に他に医療機関がなく、その区域内の
人口が原則として人口1,000人以上であり、かつ、診療所の
設置予定地から最寄りの医療機関まで通常の交通機関を
利用して（通常の交通機関を利用できない場合は徒歩で）
30分以上要するものであること。

イ 次に掲げる地域で、かつ、医療機関のない離島（以下「無医島」という。）のう ち、人口が原則として300人以上、1,000人未満の離
島に設置するものであること。

（ア）離島振興法（昭和28年法律第72号）第２条第１項の規定により離島振興対策実施地域として指定された「離島の地域」
（イ）奄美群島振興開発特別措置法（昭和29年法律第189号）第１条に規定する 「奄美群島（鹿児島県奄美市及び大島郡の区域）」
（ウ）小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和44年法律第79号）第４条第１項に規定する「小笠原諸島」
（エ）沖縄振興特別措置法（平成14年法律第14号）第３条第３号に規定する「離島」

ウ上記のほか、無医地区等にお

いてへき地診療所の設置が必
要と都道府県知事が判断した
地区に設置する。

事 業 内 容 ： 無 医 地 区 及 び 無 医 地 区 に 準 じ る 地 区 又 は 無 歯 科 医 地 区 及 び 無 歯 科 医
地 区 に 準 じ る 地 区 に お い て 診 療 所 を 運 営 す る こ と に よ り 、 地 域 住 民
の 医 療 を 確 保 す る 。

補 助 率 ： 公 立 ･ 公 的 = 2 / 3 沖 縄 県 = 3 / 4
独 法 ･ 民 間 = 2 / 3１ 事業の目的



２ 事業内容

へき地医療拠点病院運営事業

事 業 内 容 ： 都 道 府 県 が 行 う へ き 地 医 療 拠 点 病 院 の 運 営 事 業 及 び 都 道 府 県 知 事
の 指 定 を 受 け た へ き 地 医 療 拠 点 病 院 の 運 営 事 業 等 に 対 し て 財 政 支
援 を 行 う 。

補 助 率 ： １ / ２ （ 国 1 / 2 、 都 道 府 県 1 / 2 ） 、 1 0 / 1 0 （ モ デ ル 事 業 分 ）
１ 事業の目的

へき地診療所への代診医等の派遣、へき地医療従事者に対する研修、遠隔診療支援等の診療支援事業
等が実施可能な病院を都道府県単位で「へき地医療拠点病院」として編成し、へき地医療支援機構の指
導・調整の下に各種事業を行い、へき地における住民の医療を確保する。

無医地区数
全国557地区（R4.10.31現在）

へき地医療拠点病院
全国358施設（R6.４.１現在）

無医地区要件
半径：概ね４km
人口：50人以上カ．へき地診療所診療支援システム

を活用した連携（助言、指導等）

イ．へき地診療所診療への
・医師派遣（R5’実績：延べ14,857日）
・代診医派遣（R5’実績：延べ3,275日）

へき地診療所
全国1,120施設（Ｒ6.4.１現在）

都道府県知事は、次に掲げる事業（ア、イ又はカのいずれかの事業は必須）を実施した実績を有する又は当該年度に実施できると認められる病院をへき地医療拠点病院として指定する。
ア 巡回診療等によるへき地住民の医療確保に関すること。
イ へき地診療所等への代診医等の派遣（継続的な医師派遣も含む）及び技術指導、援助に関すること。
ウ 特例措置許可病院への医師の派遣に関すること。
エ 派遣医師等の確保に関すること。

オ へき地の医療従事者に対する研修及び研究施設の提供に関すること。
カ 遠隔医療等の各種診療支援に関すること。
キ 総合的な診療能力を有し、プライマリ・ケアを実践できる医師の育成に関すること。
ク その他都道府県及び市町村がへき地における医療確保のため実施する事業に対する協力に関すること。

ア．医地区等での巡回診療
（R5’実績：延べ3,683日）

令和８年度当初予算案 4.0億円（3.9億円）
※（）内は前年度当初予算額
※令和７年度補正予算額 20百万円



２ 体制図の例

郵便局でのオンライン診療にかかる補助金の活用について

へき地医療拠点病院運営事業

１ 事業内容

へき地医療拠点病院運営事業は、へき地診療所への代診医等の派遣、へき地従事者に対する研修、遠隔診療支援等の
診療支援事業等が実施可能な病院を都道府県単位で「へき地医療拠点病院」として編成し、へき地医療支援機構の指
導・調整の下に各種事業を行い、へき地における住民の医療を確保することを目的とする。
医療活動費の対象経費として、備品費や借料・損料等も計上が可能であり、郵便局のブースにかかる初期投資費用等

についても、当該補助金が活用可能。

へき地医療拠点病院
へき地医療拠点病院が行う巡回診療等
の代替としてのオンライン診療

市街地等の一般
の診療所

国
庫
補
助
な
ど

へき地

ブース

郵便局

へき地医療にかかる
指導・調整

都道府県庁
地域医師会、薬剤師会等

地域医師会及び薬剤師会等
と連携

オンライン服薬指導

薬局

患者の居宅

薬剤の送付

へき地医療拠点病院が一般の診
療所と連携して行う巡回診療等
の代替としてのオンライン診療

受診 連携
連携

連携

連携処方箋（情報）の送付

処方箋（情報）の送付
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へき地医療拠点病院運営事業（モデル事業分）

１ 事業の目的・内容

医療資源の乏しいへき地における医療人材の効率的な活用や有事対応の観点から、オンライン診療を含む遠隔医療の有用性が示唆されて

おり、このため、第８次医療計画に向けた当該計画の策定指針において、へき地医療拠点病院の主要な業務である巡回診療及び代診医派遣
におけるオンライン診療の活用についても示したところ。
本事業においては、既存のへき地医療拠点病院運営事業の枠組みを拡充・活用し、
・巡回診療や代診医派遣を、オンライン診療を活用して行う
・へき地医療拠点病院からへき地診療所等に対し看護師を派遣し、へき地医療拠点病院の医師がオンライン診療を行う
・へき地診療所に実際に派遣する医師・看護師等の処遇改善を行う
・へき地診療所に派遣する予定の看護師等に対し研修等を行う

等の取組みを、各都道府県により策定された第８次医療計画に沿って、数か所のへき地医療拠点病院がモデル的に行い、課題や論点、好事
例などを収集することで、第８次医療計画の方向性の検証や見直し等に活用するとともに、将来の人口動向の変化も踏まえた医療提供対策
の検討に資するものとする。

２ 実施主体・補助率等

拡充事業部分
・実施主体：都道府県等
（へき地医療拠点病院）
・想定補助先：1件
・補助率：10/10

※参考 既存事業部分
・実施主体：都道府県等
（へき地医療拠点病院）
・補助率：1/2

３ 事業イメージ（拡充部分）
巡回診療の代わりに
オンライン診療

代診医派遣の代わりにオンライン診療
必要に応じて看護師を派遣しサポート（D to P with N）

へき地診療所

へき地

へき地医療拠点病院

研修会

実際の派遣の場合は処遇改善（手当）

研修等への参加費用を
負担

令和７年度補正予算額 20百万円（3.9億円） ※（）内は前年度当初予算額（モデル事業分以外の通常事業分）
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２ 体制図（スキーム）

１ 事業の目的、概要

昨今、地域医療の確保の手段の一つとして、オンライン診療が大きく注目されており、特例的に医師が常駐しないオ
ンライン診療のための診療所の開設が認められたことから、公民館や郵便局等のスペース等においてオンライン診療を
行うことが可能となった。医療へのアクセスが乏しいへき地においては、こうしたオンライン診療が特に有用である。
上記の事から、へき地における住民の医療を確保することを目的とし、へき地医療支援機構又は都道府県の指導・調

整の下、オンライン診療を活用して、へき地医療の支援を実施する医療機関に対して財政支援を行う。

オンライン診療を活用
してへき地医療の支援
を実施する医療機関へき地

指
導
・
調
整

地域医師会、薬剤師会等

オンライン診療

地域医師会及
び薬剤師会
等と連携

オンライン服薬指導

薬局

患者の居宅

薬剤の送付

受診

処方箋（情報）の送付

オンライン診療を活用したへき地医療支援実施医療機関運営支援事業

令和８年度当初予算案 1.0億円（-）※（）内は前年度当初予算額

３ 実施主体等

実施主体：
へき地医療支援機構又

は都道府県の指導・調整
の下、オンライン診療を
活用して、へき地医療の
支援を実施する医療機関

補助率：
国1/2、事業者1/2

連携

連携

郵便局、公民館等

へき地医療支援機構、都道府県庁
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